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県内の主な総合相談窓口一覧 

名   称 電話番号 相談の対象又は内容 受付時間等 備  考 
掲載 

頁 

広島県犯罪被害者等電話

相談窓口 
082-544-1110 

犯罪被害に遭われた方

への支援に係る制度の

情報提供，関係機関・団

体の紹介 

月～土 

9：00～17：00 

（祝日・8/13～

16・年末年始を除

く） 

面接相談は

予約制 P56 

広島市犯罪被害者等総合

相談窓口 
082-504-2722 

平日（月～金） 

8:30～17:15 

（祝日・年末年始

及び 8月 6日を除

く） 

面接相談可 

P59 

呉市人権・男女共同参画課 0823-25-3476 

平日（月～金） 

8:30～17:15 

（祝日・年末年始

を除く） 

 

竹原市地域づくり課 0846-22-7736 

三原市人権推進課 0848-67-6044 

尾道市人権男女共同参画課 0848-37-2631 

福山市多様性社会推進課 084-928-1006 

府中市総務課 0847-43-7212 

三次市危機管理課 0824-62-6116 

庄原市危機管理課 0824-73-1206 

大竹市自治振興課 0827-59-2145 
東広島市 

人権男女共同参画課 
082-420-0927 

廿日市市 

人権・男女共同推進課 
0829-30-9136 

安芸高田市社会環境課 0826-42-1126 

江田島市人権推進課 0823-43-1635 

府中町自治振興課人権推

進室 
082-286-3165 

海田町社会福祉課 082-823-9207 

熊野町生活環境課 082-820-5606 

坂町民生課 082-820-1505 

平日（月～金） 

8:30～17:30 
（祝日・年末年始を除

く） 

安芸太田町住民課 0826-28-2116 

平日（月～金） 

8:30～17:15 

（祝日・年末年始

を除く） 

北広島町町民課人権・ 

生活総合相談センター 
050-5812-5020 

大崎上島町住民課 0846-65-3113 

世羅町総務課 0847-22-1111 

神石高原町総務課 0847-89-3330 

警察安全相談電話 
082-228-9110 
※ﾌﾟｯｼｭ回線は，局

番なしの♯9110 

犯罪・防犯など警察で

対応できる問題につい

ての相談 

平日（月～金） 

8:30～17:15 
面接相談可 P68 

第六管区海上保安本部 

犯罪被害者等支援窓口 

082-251-5111 

内線 2121 

被害者支援に関する相

談，制度の紹介 

平日（月～金） 

9:05～17:50 

（祝日・年末年始

を除く） 

 P70 

法テラス・サポートダイヤ

ル 

（犯罪被害者支援ダイヤ

ル） 

0120-079714 
支援の相談窓口や法制

度の情報提供 

平日 9:00～21:00 

土曜 9:00～17:00 

（祝日・年末年始

を除く） 

料金は無料 P71 
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法テラス広島(日本司法支

援センター広島地方事務

所) 

0570-078352 

（ ナ ビ ダ イ ヤ

ル）0503383-

5485 

（ＩＰ電話） 

支援の相談窓口や 

法制度の情報提供，支

援の経験や理解のある

弁護士の紹介 

平日（月～金） 

9:00～17:00 

（祝日・年末年始

を除く） 

 P72 

公益社団法人  

広島被害者支援 

センター 

082-544-1110 

被害に遭われた方が抱

える悩み，病院や裁判

所等への付添支援など

に関する相談 

月～土 

9:00～17:00 

面接相談は 

要予約 
P73 

広島地方検察庁 

被害者ホットライン 
082-221-2467 

被害に遭われた方への

各種手続などに関する

相談 

平日（月～金） 

9:00～17:00 

（祝日・年末年始

を除く） 

 P80 

広島弁護士会 

犯罪被害者電話相談 
080-4268-1141 

被害回復のために採り

うる法的手段の説明な

ど 

月～金 

15:00～18:00 
（祝日・年末年始・ 

ＧＷ・お盆前後除

く） 

 P85 

中国地方更生保護委員会 082-224-0920 

被害者支援に関する各

種制度の説明やその利

用の支援，関係機関の

紹介 

平日（月～金） 

9:00～17:00 
（祝日・年末年始を

除く） 

 P90 

広島保護観察所 082-221-4489 

被害者支援に関する各

種制度の説明やその利

用の支援，関係機関の

紹介 

平日（月～金） 

9:00～17:00 
（祝日・年末年始を

除く） 

 P91 


